
生
活
支
援

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　
生
活
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、
本
市

が
実
施
す
る
総
合
事
業
の
訪
問
型

サ
ー
ビ
ス
で
あ
る「
生
活
援
助
サ
ー

ビ
ス
」の
担
い
手
で
す
。
受
講
に
よ

り
、
高
齢
者
の
生
活
に
関
わ
る
家
事

支
援（
掃
除
、
洗
濯
、
買
い
物
、
調
理

な
ど
）に
携
わ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
な
お
、
身
体
介
護
の
業
務
に
携
わ

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

時�

１０
月
１３
日
～
１１
月
１０
日
の
毎
週
土

曜
日
午
前
９
時
～
正
午（
全
５
回
）

所�

ゆ
う
ら
い
ふ
吉
身（
吉
身
三
丁
目
）

内�

介
護
の
基
礎
知
識
な
ど

対��

講
座
修
了
後
、
市
内
の
生
活
援
助

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
に
お
い
て
就

労
を
希
望
す
る
人
で
、
全
て
の
回

に
出
席
が
可
能
な
人

定�

１０
人

￥�

無
料

持�

筆
記
用
具

※�

動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

申�

１０
月
1
日（
月
）ま
で
に
左
記
へ
申

し
込
み
。

問�

長
寿
政
策
課

　
☎（
５
８
４
）５
４
７
４

　
5（
５
８
１
）０
２
０
３

市
民
協
働
課
か
ら
お
知
ら
せ

平
成
31
年
度
使
用

滋
賀
県
交
通
安
全

ス
ロ
ー
ガ
ン
募
集

募
集
テ
ー
マ

　
①
交
通
安
全
部
門

　
②
自
転
車
条
例
部
門

応
募
方
法　
応
募
部
門
、郵
便
番
号
、

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号（
学

生
の
場
合
は
、学
校
名
・
学
年
）を
記

入
の
う
え
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た

は
メ
ー
ル
で
左
記
へ
申
し
込
み
。

他
・��
入
賞
者
に
は
後
日
通
知

　
・��

入
賞
作
品
は
交
通
安
全
運
動
の

行
事
な
ど
に
広
く
使
用
し
ま

す
。

　
・��

入
賞
作
品
の
著
作
権
は
主
催
者

に
帰
属
し
ま
す
。

問�

〒
５
２
０
―
８
５
７
７

　
大
津
市
京
町
四
丁
目
１
番
１
号

　
県
交
通
対
策
協
議
会
事
務
局

　
☎（
５
２
８
）３
６
８
２

　
5（
５
２
８
）４
８
３
７

第
14
回
も
り
や
ま

市
民
活
動
屋
台
村

参
加
団
体
募
集

時�

１１
月
２5
日（
日
）午
前
１０
時
～
午
後

３
時

所�

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

募
集
内
容
※
複
数
申
し
込
み
可

建
築
物
防
災
週
間

８
月
30
日
～
９
月
５
日

　

８
月
３０
日
～
９
月
５
日
は
、秋
季

（
上
期
）建
築
物
防
災
週
間
で
す
。地

震
対
策
や
防
災
対
策
な
ど
、お
住
ま

い
の
安
全
を
チ
ェッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

□
耐
震
診
断
は
受
け
た
か

□�

ブ
ロ
ッ
ク
塀
は
崩
れ
や
す
く

な
い
か

□�

外
壁
に
ひ
び
割
れ
・
浮
き
・

腐
食
は
な
い
か

□�

非
常
時
に
安
全
に
避
難
で
き

る
か

□�

非
常
用
照
明
な
ど
は
作
動
す

る
か

□�

看
板
が
落
下
す
る
恐
れ
は
な

い
か

　
詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。�

問�

建
築
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
３
９

　
5（
５
８
２
）３
２
８
４

屋
外
広
告
物
の

ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペー
ン

　
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
に
は
許

可
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
、
必
要
な

許
可
を
得
て
い
な
い
場
合
は
違
反
物

件
と
な
り
ま
す
。

　
９
月
１
日（
土
）～
１０
日（
月
）の
屋

外
広
告
物
適
正
化
旬
間
に
合
わ
せ
、

県
内
で
一
斉
に
取
り
締
ま
り
を
実
施

し
ま
す
。

　
市
で
も
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
電

柱
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
ビ
ラ
や
、
違

法
に
設
置
さ
れ
た
立
看
板
な
ど
を
撤

去
し
ま
す
。

　
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
場
合
の

申
請
な
ど
、
詳
し
く
は
左
記
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
違
反
屋
外
広
告
物
を
簡
易

除
却
す
る
団
体
な
ど
も
募
集
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問�

都
市
計
画
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
３
２

　
5（
５
８
２
）６
９
４
７

・�

活
動
紹
介（
発
表
、
パ
ネ
ル
展
示
、

体
験
コ
ー
ナ
ー
な
ど
）

・�

模
擬
店

・
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

対�

市
民
活
動
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

に
準
ず
る
グ
ル
ー
プ

申�

９
月
３
日（
月
）～
２5
日（
火
）に
応

募
用
紙
に
記
入
の
う
え
、
左
記
へ

申
し
込
み
。
応
募
用
紙
は
左
記
ま

た
は
各
公
共
施
設
に
設
置
。

問�

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

　
☎（
５
８
３
）２
９
７
５

　
5（
５
８
３
）４
６
５
４
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